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施設入所（入院）者の食費・居住費の減額申請を!
　介護保険の要介護・要支援認定を受けた人が介護
保険施設に入所（入院）または短期入所したときには、
介護サービス費用の１割を負担するほかに、食費・
居住費（滞在費）を負担することになります。
　その中で、住民税が非課税世帯などの人について
は、食費・居住費（滞在費）の負担の上限額（負担
限度額）が定められ、負担を軽減することができま

す（下表参照）。対象となる人は、本庁・高齢者支援
課または牛深支所・市民福祉課、その他の支所・総
務市民課へ申請してください。
　また、すでに負担限度額の認定を受けている人も、
６月30日㊍で有効期限が切れますので、古い限度額
認定証（桃色）を持参し、７月１日㊎から同29日㊎
までに更新の申請手続きをしてください。

【問い合わせ先】本庁・高齢者支援課介護給付係（内線1193）
　　　　　　　　 牛深支所・市民福祉課健康福祉係、その他の支所・総務市民課市民生活係

□「食費」と「居住費」の負担限度額（１日当たり）

 490円  
（320円）
490円  
（420円）
1,310円  
（820円）

300円

390円

650円

食　費
ユニット型個室利用者負担段階（住民税非課税世帯）

820円

820円

1,640円

490円

490円

1,310円

0円

320円

320円

老齢福祉年金受給者または生活保護の受
給者
本人の合計所得金額＋課税年金収入額が
80万円以下の人

利用者負担段階が第1・2段階以外の人

ユニット型準個室 従来型個室 多床室
居　住　費

※（　）内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額。

第１段階

第２段階

第３段階

　

市
で
は
、
美
し
い
天
草
の
景
観

を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、

「
天
草
花
咲
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
花

い
っ
ぱ
い
運
動
）」
に
よ
り
配
布

す
る
花
苗
な
ど
の
申
し
込
み
受
け

付
け
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
に
住
所
が
あ
る
団

体
（
５
人
以
上
）
ま
た
は
事
業

所
で
、
お
お
む
ね
公
道
か
ら
眺

め
る
こ
と
が
可
能
な
場
所
に
植

栽
で
き
る
こ
と
。

▼
配
布
品
種
＝
●
花
苗
（
パ
ン
ジ

ー
、
ビ
オ
ラ
、
葉
ボ
タ
ン
、
シ

バ
ザ
ク
ラ
、
セ
ラ
ス
チ
ウ
ム
）

●
種
子
（
ヒ
マ
ワ
リ
〔
30
粒
／

袋
〕、
コ
ス
モ
ス
〔
１
０
０
粒

／
袋
〕、
ポ
ピ
ー
〔
３
０
０
粒

／
袋
〕、
ナ
ノ
ハ
ナ
〔
７
０
０

粒
／
袋
〕）。

▼
配
布
数
量
＝
次
の
い
ず
れ
か
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
花
苗
（
１
０
０
株
ま
で
）
と

種
子
（
10
袋
ま
で
）②
花
苗
（
１

２
０
株
ま
で
）③
種
子
（
30
袋

ま
で
）。

※

花
苗
は
３
種
類
、
種
子
は
２
種

類
ま
で
、
配
布
数
量
内
で
あ
れ

ば
組
み
合
わ
せ
て
申
し
込
み
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
申
し
込
み

多
数
の
場
合
は
抽
選
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁（
別
館
）・
都

市
計
画
課
ま
た
は
牛
深
支
所
・

建
設
課
、
そ
の
他
の
支
所
・
産

業
建
設
課
に
備
え
付
け
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
７

月
25
日
㊊
ま
で
に
同
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得

で
き
ま
す
。

▼
配
布
時
期
＝
お
お
む
ね
種
子
は

８
月
中
旬
以
降
、
花
苗
は
10
月

上
旬
以
降
に
配
布
。
配
布
日
時

な
ど
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

※

詳
細
は
本
庁
（
別
館
）・
都
市

計
画
課
景
観
整
備
係
（
内
線
２

６
３
５
）へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▶

公
売
物
件
・
最
低
価
格
＝
所
在

地…

天
草
町
大
江
字
池
端
３
４

７
番
２
（
宅
地
／
８
９
１
・
57

㎡
／
木
造
瓦
葺
平
屋
建
／
77
・

60
㎡
）（
旧
大
江
中
校
長
住
宅
）

…

３
９
５
万
円
。

▶

都
市
計
画
用
途
区
域
＝
都
市
計

画
区
域
外
。

▶

公
売
方
法
＝
一
般
競
争
入
札
。

▶

募
集
要
領
の
配
付
＝
７
月
１
日

㊎
か
ら
本
庁
・
管
財
課
ま
た
は

天
草
支
所
・
総
務
市
民
課
で
配

布
し
ま
す
。

▶

申
込
受
付
＝
７
月
４
日
㊊
か
ら

同
29
日
㊎
ま
で
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
の
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
同

課
で
受
け
付
け
ま
す
。

▶

入
札
日
程
＝
８
月
３
日
㊌
午
前

11
時
か
ら
、
大
江
漁
村
環
境
改

善
総
合
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
す

（
現
地
説
明
会
を
同
日
午
前
10

時
か
ら
行
い
ま
す
）。

※

詳
細
は
本
庁
・
管
財
課
財
産
管

理
係
（
内
線
１
３
６
５
）
へ
。

　

市
で
は
、「
天
草
市
公
立
保
育

所
民
営
化
等
実
施
計
画
」
に
基
づ

き
、『
倉
岳
保
育
所
』・『
有
明
東

保
育
所
』を
民
間
へ
移
譲
し
ま
す
。

▶

移
譲
時
期
＝
●
倉
岳
保
育
所…

平
成
24
年
４
月
１
日
●
有
明
東

保
育
所…

同
25
年
４
月
１
日
。

▶

応
募
資
格
＝
市
内
に
住
所
が
あ

る
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉

法
人
格
を
持
た
な
い
者
に
つ
い

て
は
、
移
譲
前
に
確
実
に
社
会

福
祉
法
人
格
を
取
得
で
き
る
見

込
み
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
）。

▶

説
明
会
＝
７
月
８
日
㊎
午
前
９

時
か
ら
、
本
庁
２
階
・
庁
議
室
。

※

参
加
希
望
の
法
人
は
、
７
月
６

日
㊌
ま
で
に
電
話
で
本
庁
・
子

育
て
支
援
課
へ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

▶

応
募
方
法
＝
７
月
25
日
㊊
午
後

５
時
ま
で
に
、同
課
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
本
庁
・
子
育
て
支
援
課

子
育
て
支
援
係
（
内
線
１
１
７

２
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
有
害
鳥
獣
を
捕
獲
す

る
た
め
、
狩
猟
免
許
を
新
た
に
取

得
し
た
人
に
対
し
て
、
そ
の
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▶

補
助
対
象
＝
市
内
在
住
で
狩
猟

免
許
を
新
た
に
取
得
し
た
人
。

▶

補
助
額
＝
免
許
取
得
に
要
し
た

経
費
の
２
分
の
１
（
た
だ
し
、

１
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
）。

▶

申
請
方
法
＝
本
庁（
別
館
）・
農

林
整
備
課
ま
た
は
牛
深
支
所
・

産
業
振
興
課
、そ
の
他
の
支
所
・

産
業
建
設
課
へ
お
尋
ね
を
。

【
狩
猟
免
許
試
験
の
講
習
会
日
程
】

▶

と
き
＝
７
月
26
日
㊋
、
８
月
４

日
㊍
（
両
日
と
も
午
前
９
時
か

ら
）。

※
網
・
わ
な
・
第
二
種
銃
猟
は
７

月
26
日
の
み
、
第
一
種
銃
猟
は

両
日
の
受
講
と
な
り
ま
す
。

▶

と
こ
ろ
＝
天
草
建
設
会
館
（
本

渡
町
広
瀬
）。

▶

申
込
方
法
＝
当
日
会
場
で
受
け

付
け
。

【
狩
猟
免
許
試
験
日
程
】

▶

と
き
＝
８
月
７
日
㊐
午
前
９
時

か
ら
。

▶

と
こ
ろ
＝
天
草
地
域
振
興
局

（
今
釜
新
町
）。

▶

申
込
期
間
＝
７
月
28
日
㊍
ま
で
。

※
詳
細
は
、
天
草
地
域
振
興
局
林

務
課
☎
㉒
４
３
２
２
、
ま
た
は

本
庁
（
別
館
）・
農
林
整
備
課

イ
ノ
シ
シ
対
策
係
（
内
線
２
７

０
０
）、
牛
深
支
所
・
産
業
振

興
課
、
そ
の
他
の
支
所
・
産
業

建
設
課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
禁
煙
を
希
望
す
る
人

を
対
象
に
「
禁
煙
教
室
」
を
実
施

し
ま
す
。

▶

と
き
＝
７
月
29
日
㊎
午
後
１
時

30
分
か
ら
同
３
時
ま
で
。

▶

と
こ
ろ
＝
天
草
中
央
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
。

▶

内
容
＝
尿
中
ニ
コ
チ
ン
濃
度
の

測
定
、
呼
気
中
の
一
酸
化
炭
素

濃
度
測
定
、
座
談
会
な
ど
。

▶

申
込
方
法
＝
７
月
22
日
㊎
ま
で

に
、
直
接
ま
た
は
電
話
で
天
草

中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
㉔

０
６
２
０
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
詳
細
も
同
セ
ン
タ
ー
へ
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
生

活
に
必
要
な
情
報
を
紹
介
す
る
た

め
「
天
草
市
く
ら
し
の
便
利
帳
」

を
作
成
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
同

便
利
帳
の
作
成
経
費
に
あ
て
る
た

め
に
、
有
料
広
告
の
掲
載
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
広
告
は
名
刺
サ
イ

ズ
程
度
の
大
き
さ
か
ら
掲
載
で
き

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
市
内
の
各

世
帯
に
配
布
さ
れ
る
「
天
草
市
く

ら
し
の
便
利
帳
」
に
広
告
を
掲
載

し
、
事
業
所
な
ど
の
Ｐ
Ｒ
を
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

〔
広
告
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
〕

㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
八
代
支
店
☎

０
９
６
５
（
３
２
）
４
３
０
０

※
詳
細
は
本
庁
・
秘
書
課
広
報
広

聴
係
（
内
線
１
２
０
８
）
へ
。

花
苗
な
ど
の
配
布
申
し
込
み

　

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

倉
岳
・
有
明
東
保
育
所
を

　
　
　

 

民
間
へ
移
譲
し
ま
す

市
有
財
産（
旧
天
草
町
教
員
住
宅

　
　

 

土
地
・
建
物
）を
公
売
し
ま
す

「
天
草
市
く
ら
し
の
便
利
帳
」
に

　

 

掲
載
す
る
広
告
に
ご
協
力
を

「
狩
猟
免
許
新
規
取
得
」　

　
　
　
　
　

経
費
を
補
助

あ
な
た
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
応
援
し
ま
す

　
　
　
　

〜
禁
煙
教
室
の
お
し
ら
せ
〜

　市では、市民の皆さんの健康保持・増進を図
る「健康運動教室」を各地域で実施しています。
７月から、天草町・大江会場の参加者を追加募
集します。個人の体力にあわせた個別運動プロ
グラムにより、毎週２回の教室を実施するほか、
自宅などで行う運動の紹介も行います。
　皆さん、ぜひご参加ください。

■対　象＝次のいずれにも該当する人。
　●市内在住で、昭和12年４月２日から昭和
46年４月１日までに生まれた人●運動を続
けて健康づくりをしたいと考えている人●医
師に運動を禁止されていない人。
■実施期間＝８月から平成24年３月まで。
■会　場＝大江漁村環境改善総合センター

■日　時＝毎週火・金曜日の午後１時30分か
ら同３時30分まで。

■募集人数＝５人程度（定員になりしだい締め
切ります）。

■参加料＝①月額750円（２カ月ごとに1,500
円を徴収）②健康情報端末〔歩数計〕代
5,000円（初回時購入）③年間保険料1,600円
（65歳以上は800円）。
■申込方法＝７月13日㊌までに、直接または
電話で、天草中央、天草西のいずれかの保健
福祉センターへお申し込みください。

※後日、医師の運動可否判定を受けていただき
ます（料金は自己負担）。

■説明会＝説明会を実施します。期日について
は申し込み時にご連絡します。

大江地区の中高年向け「健康運動教室」参加者募集大江地区の中高年向け「健康運動教室」参加者募集

【問い合わせ先】天草中央保健福祉センター☎㉔3737／天草西保健福祉センター☎753301

ぶ
き


